
令和７年度 第２回 苫小牧警察署協議会議事概要

項 目 内 容

開 催 日 時 令和７年10月16日(木) 午後３時50分から午後５時20分までの間

開 催 場 所 苫小牧警察署 道場

出 席 者 協議会委員 11名（定員12名）

会 長 国 安 健 二 （議 長）

副 会 長 曽 根 今日子

岡 部 温 子

委 員 野 宮 誠

松 井 慶 子

池 田 壽 治

尾 崎 歩 美

阿 曽 静 子

笹 原 尚 美

大 窪 好 己

稲 岡 昌 美

警 察 署 員 ７名

署 長 親 谷 光 博

副 署 長 大 泉 慎太郎

刑事・生活安全官 川 村 徳 治

地域官兼地域課長 山 田 晋 矢

交 通 官 長 原 志 郎

警務官兼警務課長 大 賀 光一郎

事 務 局 警 務 係 主 任

開 催 状 況

《 委員による留置施設の視察 》

《 リモート講座「デジタル世界の防犯対策」 》

１ 会長挨拶

２ 署長挨拶

３ 警察の業務推進状況

４ 協議

⑴ 空き家の防犯対策について

【委員の要望・意見】



空き家について、警察はどのような防犯対策をしているのか。

【警察説明】

当署管内における空き家を対象とした窃盗事件の発生状況については、建物を住

宅に限定すると、令和６年は７件、令和７年８月末では８件となっており、現在、

複数の窃盗被疑者を逮捕し、令和６年、７年に発生した空き家対象窃盗事件の解決

に向けて鋭意捜査中であります。

警察が行っている空き家対策は、検挙と防犯を両輪にした総合対策を講じており、

防犯面においては、各市町村と連携を取りながら

○ 空き家の所有者等に向けた防犯対策の広報

○ 町内会等を通じて、住民の防犯意識を高めるための防犯講話やチラシの

配布

○ 空き家周辺をうろうろする不審者等を発見した際は、110番するなどの

通報依頼

のほか、警察官による巡回連絡やパトロールで把握した空き家への警戒強化を継続

して行っています。

⑵ 詐欺被害について

【委員の要望・意見】

留守番電話に、国税局を名乗る不審なメッセージが録音されたりしている。

住民にもっと危機感を持って貰うためには、実演講習などがあれば良いのではな

いか。

【警察説明】

当署では、オレオレ詐欺等の特殊詐欺被害を防止する活動の一つとして

○ 民生委員と警察官が一緒に高齢者宅を訪問し、個別に防犯指導を実施

○ 各市町村の防犯協会、町内会、企業における総会や会合等の機会に、

防犯講話を実施

○ 各イベント会場において、チラシの配布や、被害防止の声掛けを実施

するなどをしております。

防犯講話については、実演というよりは、いろいろなパターンの被害事例を紹介

しながら、その被害を防止するための講話がほとんどとなっておりますが、今後は、

委員の意見を踏まえ、寸劇等の工夫を凝らした防犯講話をすることで、高齢者にも

分かりやすく、かつ、幅広い年齢層の住民に知らせる防犯活動を進めて行きたいと

考えます。

⑶ トラック専用レーンについて

【委員の要望・意見】

苫小牧市内は、多くのトラックが走行しており、トラックの後ろを走っていると、

車間距離を長くとっていても、トラックの陰で前方の視界が塞がってしまい、運転

に不安を感じることがある。時には、トラックで四方を囲まれることもあり、幅員

のある大きい道路では、トラック専用レーンを設けても良いのではないか。

【警察説明】

苫小牧の市街地では、交差点と交差点間の距離が短く、右折や左折する車両も頻

繁にあるため、そのような状況の中で専用レーンを設けることは、かえって複雑な

交通の流れを形成し、それが原因で交通事故や交通渋滞を発生させる危険性も認め

られます。

大型車両の交通量が多い中、交通の危険を避けるためには、スピードダウンはも



ちろんですが、大型車両は死角が多いため、大型車両と並走するなど大型車両と重

なる位置での走行は極力避け、車線変更や右左折する際の合図を早めに知らせるほ

か、大型車両との車間距離は通常より長めに確保し、日中でも前照灯を点灯させる

ことで自分の車両位置を相手に知らせるデイライトにも配意するなどして運転して

いただければと思います。

交差点のない高速自動車国道の本線車道や標識等により指定されている自動車専

用道路においては、委員の意見のとおり、トレーラーの通行区分として一番左側の

車両通行帯を通行しなければならないというルールがあります。

５ 次回（令和７年度第３回）の開催予定

令和７年12月頃を予定


